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結 婚 相 談
登録制で配偶者を紹介していま

す。戸籍謄本、履歴書、写真を用意
のうえ、お気軽においでください。
特に学歴等にこだわらない女性
の申し込みをお待ちしています。
問い合わせは、区役所一階区民
相談室まで。

親
子
で
楽
し
く
学
ぼ
う

幼
児
家
庭
教
育
学
級
を
開
催

幼
稚
園
・
保
育
園
に
、
就
園
し
て
い
な
い
幼
児
を
対
象

若
葉
が
目
に
し
み
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
伸
ひ
る
お
子
さ
ん
の
芽
を
育
て
る
と
と
も

に
、
一
緒
に
楽
し
く
学
ひ
な
が
ら
、
親
と
し
て
必
要
な
知
識
を
得
ら
れ
る
機
会
を
持
ち
ま
せ
ん
か
。区

で
は
、
幼
児
家
庭
教
育
学
級
を
開
き
ま
す
。あ
な
た
も
お
子
さ
ん
と
い
か
か
で
す
か
。

区
で
は
、
幼
稚
園
や
保
育
園
に
就

圜
し
て
い
な
い
幼
児
を
対
象
に
、
幼

児
家
庭
教
育
学
級
を
開
き
ま
す
。

こ
の
学
級
で
は
、
幼
児
に
集
団
の

場
で
の
芽
を
育
て
、
両
親
に
は
「

よ

り
豊
か
な
家
庭
教
育
の
た
め
の
知
識

を
吸
扠
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す

。

対
象
　
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
日
～

昭
和
四
十
(
年
四
月
一
日
生
ま
れ

の
幼
児
で

、
現
在
、
幼
稚
園
・
保

育
園
に
就
圜
し
て
い
な
い
幼
児
と

そ
の
両
親

学
習
の
方
法
と
内
容

▼
両
親
に
は
、
テ
キ
ス
ト
学
習
と
集

団
指
導
=
・
家
庭
で
の
テ
キ
ス
ト
学

習
や
毎
月
二
回
の
登
園
で
、
親
と

し
て
必
要
な
知
識
を
吸
収
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

登
圜
指
導
で
は
、
講
義
、
グ
ル

ー
プ
討
議
な
ど
に
よ
り
、
家
庭
に

お
け
る
実
際
の
指
導
上
の
問
題
点

や
悩
み
・
テ
キ
ス
ト
使
用
上
の
疑

問
な
ど
の
解
決
を
は
か
り
ま
す
。

▼
幼
児
の
集
団
教
育
・・・
毎
月
二
回
の

登
園
指
導
に
は
、
幼
児
教
育
の
専

門
指
導
員
が
指
導
し
ま
す
。

場
所
　
区
立
溯
江
小
学
校
(
西
保
木

閧
一
丁
目
一
〇
上
二
)

募
集
人
員
　
六
十
組
(
百
二
十
名
)

期
間
　
昭
和
五
十
三
年
五
月
十
四
日

～
昭
和
五
十
四
年
三
月
四
日

登
園
指
導
日
時
　
原
則
と
し
て
、隔

週
日
曜
日
　
午
前
九
時
三
十
分
～

十
一
時
三
十
分

※
毎
月
二
回
の
集
団
指
導
を
受
け
ら

れ
な
い
方
の
た
め
に
は
、
家
庭
で
学

習
で
き
る
よ
う
テ
キ
ス
ト
を
送
り
ま

す
。

ま
た
、こ
の
方
々
の
た
め
に
、年

三
回
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
な
い
ま

す
。

申
込
方
法
　
(
ガ
キ
に
、住
所
・
氏

名
・
電
話
番
号
と
、幼
児
の
名
前
・

生
年
月
日
を
記
入
の
う
え
、教
育

委
員
会
幼
児
教
育
担
当
(
〒
m

千
住
一
丁
目
五
〇
)
へ
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
閭
指
導
を
希
望
し
な

い
方
で
テ
キ
ス
ト
が
必
要
な
方
は

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入

し
「
テ
キ
ス
ト
の
み

」
と
付
記
し

教
育
委
員
会
幼
児
教
育
担
当
へ
。

申
込
締
切
り
　
昭
和
五
十
三
年
四
月

二
十
(
日
ま
で
に
到
着
し
た
も
の
(

定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
)

注
意
事
項
　
登
園
指
4
に
は
、
対
象

児
以
外
の
同
伴
は
、
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

ま
た
、経
費
は
無
料
で
す
が
、

速
足
の
交
通
費
や
、個
人
が
使
う

物
品
(
カ
バ
ン
・
(
サ
ミ
・
ノ
リ

・
上
履
)
な
ど
は
個
人
負
担
に
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員
会
幼
児

教
育
担
当

お子さんとー緒に楽しく学ぼう

区
立
学
校
・
老
人
館
が

新
し
く
仲
間
入
り
し
ま
し
た

学
齢
児
童
が
二
十
三
区
で
一
番
多

い
足
立
区
は
、今
年
も
四
月
一
日
に
、

小
学
校
一
校
・
中
学
校
二
校
を
開
校

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

、
区
立

学
校
数
は
、
小
学
校
が
七
十
五
校
、

中
学
校
が
三
十
二
校
の
合
わ
せ
て
百

七
校
と
な
り
ま
し
た
。

<
新
設
学
校
>

▽
辰
沼
小
学
校
・・・
谷
中
五
丁
目

匸

上
▽
伊
興
中
学
校
…
伊
興
町
本
町
三
六

五
七
丿
一

▽
花
畑
北
中
学
校
=
・
花
畑
六
丁
目
一

一
〒

三
五

千
住
本
町
老
人
館

五
月
一
日
オ
ー
プ
ン

栗
原
と
小
台
の
児
童
館
・
老
人
館

に
続
き
、千
住
五
丁
目
に
も
老
人
館

が
開
館
し
ま
す
。ど
う
ぞ
、
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

所
在
地
　
千
住
五
丁
目
六
(

建
物
の
構
造
と
規
模
　
木
造
二
階
建

一
・
二
階
延
床
面
積
三
九
一
・
七

五
平
方
メ
ー
ト
ル

施
設
　
娯
楽
室
・
大
広
間
・
会
議
室

・
高
齢
者
事
集
団
の
事
務
局

交
通
　
北
千
住
駅
よ
り
徒
歩
二
十
分

ま
た
は
、
千
住
五
丁
目
バ
ス
停
よ

り
三
分

問
い
合
わ
せ
先
　
千
住
本
町
老
人
館

(
七
〇
-

六
二
二
一

日
曜
教
室
へ
ど
う
ぞ

こ
の
教
室
は
、
区
内
の

中
学

校
(

心
障
学
級
)
を
卒
業
し
た
方
の
た

め
に
開
か
れ
る
も
の
で
す
。

期
間
　
昭
和
五
十
三
年
四
月
九
日
～

昭
和
五
十
四
年
三
月
十
一
日
の
毎

月
第
二
日
曜
日
(
計
十
三
回
)

時
間
　
午
前
九
時
三
十
分
～
午
後
四

時
場
所
　
区
青
年
鮹

内
容
　
写
真
・
手
芸
・
工
作
・
調
理

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
ジ
'
ン

も
ち
つ
き
・
宿
泊
・
(
イ
キ
ン
グ

費
用
　
無
料

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員

会
青
少
年
係

よりよい 子ども会に
ジュニア・リーダー
青 少 年 指 導 員

研修会

子
ど
も
会
の

活
動
を
よ
り

楽
し

く
、
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た

め
に
、
ジ
ュ
ニ
ア
ー
リ
ー
グ
ー
と
、

青
少
年
指
導
員
の
研
修
会
を
開
催
し

ま
す
。

「
ジ
ュ
ニ
ア
ー
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
」

(
A
コ
ー
ス
)

区
内
を
十
ブ
ロ
y
ク
に
分
け
、教

育
委
貝
会
と
各
地
区
少
年
団
体
協
議

会
と
共
催
し
て
行
な
い
ま
す
。
参
加

希
望
の
方
は
、
最
寄
り
の
子
ど
も
会

へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

対
象
　
原
則
と
し
て
小
学
校
五
こ
(

年
生

内
容
　
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
の
初
歩
的
な
こ
と

(
Bコ
ー
ス
)

対
象
　
A
コ
ー
ス
修
了
者

内
容
　
子
ど
も
会
の
運
営
を
充
実
す

る
た
め
に
、技
術
と
理
論
を
習
得

す
る
。

期
日
　
五
月
七
日
(
日
)
よ
り
七
月

九
日
(
日
)
ま
で

、
計
七
日
間

時
間
　
午
後
一
時
よ
り
四
時

会
場
　
①
弘
道
小
学
校
　
②
梅
島
第

一
小
学
校
　
③
鹿
浜
小
学
校

申
込
期
限
　
四
月
三
十
日
ま
で

(
C
コ
ー
ス
)

対
象
　
B

コ
ー
ス
修
了
者

内
容
　

ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
の
理
論
を
習
得
し
て
も
ら
う
。

期
日
　
五
月
十
四
日
(
日
)
よ
り
十

月
十
五
日
(
日
)
ま
で
、
計
十
日
間

時
間
　
午
前
九
時
三
十
分
よ
り
正
午

会
場
　
青
年
館

申
込
期
限
　
五
月
六
日
ま
で

「青
少
年
指
導
員
研
修
会
」

(
A
コ
ー
ス
)

区
内
を
十
ブ
ロ
y
ク
に
分
け
、教

育
委
員
会
と
各
地
区
少
年
団
体
協

議
会
と
共
催
し
て
行
な
い
ま
す
。

参
加
希
望
の
方
は
、最
寄
り
の
子

ど
も
会
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、研
修
会
場
は
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ

ー
ダ
ー
A
コ
ー
ス
と
同
じ
で
す
。

対
象
　
高
校
生
以
上
で
こ
れ
か
ら
地

域
の
少
年
団
体
活
助
に
関
係
さ
れ

る
方
な
ど

内
容
　
子
ど
も
会
を
知
っ
て
も
ら
う

初
歩
的
な
も
の

(
B
コ
ー
ス
)

対
象
　
A

コ
ー
ス
修
了
者
お
よ
び
す

で
に
地
域
で
子
ど
も
会
活
動
に
た

ず
さ
わ
っ
て
い
る
方
。

内
容
　
子
ど
も
会
の
お
と
な
の
指
導

者
と
し
て
、実
技
と
理
論
を
学
ぶ
。

期
日
　
五
月
十
三
日
(
土
)
よ
り
七

月
十
五
日
(
土
)
ま
で
計
七
日
間

時
間
　
午
後
二
時
よ
り
四
時

会
場
　

青
年
館

(
C
コ
ー
ス
)

対
象
　
B

コ
ー
ス
修
了
者

内
容
　
子
ど
も
会
の
お
と
な
の
指
導

者
と
し
て
理
論
を
学
び
子
ど
も
会

運
営
を
具
体
的
に
知
る

。

期
日
　

五
月
十
三
日
(
土
)
よ
り
十

月
二
十
(
日
(
土
)
ま
で
計
十
日
間

時
間
　

午
後
二
時
よ
り
四
時

会
場
　
青
年
館

申
込
期
限
　
五
月
(
日
ま
で

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員

会
青
少
年
係

青
年
サ
ー
ク
ル
な
ど
へ
講

師
を
派
遣
し
ま
す

青
年
サ
ー
ク
ル
な
ど
の
充
実
を
は

か
る
た
め
ほ
で
は
、青
年
サ
ー
ク
ル

が
行
な
う
自
主
的
な
学
習
会
、講
習

会
に
講
師
を
派
遣
し
ま
す
。

対
象
　
区
内
の
青
年
サ
ー
ク
ル

申
込
期
間
　
四
月
二
十
日
(
木
)
～

五
月
十
日
(
水
)

申
込
方
法
　
申
込
一
(
教
育
委
員
会

青
少
年
係
・
区
青
年
館
に
あ
り
)

に
記
入
し
、
直
接
青
少
年
係
へ
。

決
定
　
書
類
審
査
に
よ
り
決
定
(
申

込
多
敷
の
と
き
は
抽
せ
ん
)

助
成
内
容
　
一
団
体
に
つ
き
講
師
一

名
(
(
千
円
以
内
)

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員
会
青
少

年
係

区
民
ハ
イ
キ
ン
グ

暖
か
い
春
の
一
日
を
、あ
な
た
も

高
原
で
過
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

期
日
　
五
月
二
十
日
夜
～
二
十
一
日

場
所
　
箱
根
金
時
山

会
費
　
五
千
円
(

バ
ス
利
用
)

定
員
　
五
十
名
(
定
員
し
だ
い
締
切
)

主
催
　
足
立
区
山
后
連
盟

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、会
費
を

添
え
て
、駒
草
山
荘
(
千
住
一
丁

目
(
(
　
(
(

一
-
二
四
九
〇

～
二
四
九
一
)
・
マ
ツ
ノ
ス
ポ
ー

ツ
(
開
原
二
丁
目
二
{
I
}

一
　

(
四
(
丿
五
一
〇
一
)
へ
。

本
庁
舎
改
修
工
事

に
つ
い
て
お
願
い

四
月
二
十
(
日
か
ら
五
月
七

日
ま
で
、
本
庁
舎
一
・
二
階
の

改
修
工
事
を

行
な
い
ま
す
の

で

、ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
。

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

ご推せんください

善行青少年

皆
さ
ん
の
住
む
地
域
内
で
、よ

い
行
な
い
を
し
た
青
少
年
が
い
ま

し
た
ら
、
ご
推
せ
ん
く
だ

さ
い
。

区
で
は
、そ
の
よ
う
な

行
な
い
を
ほ
め
た
た
え
、

け
ん
彰
状
と
記
念
品
を
贈

っ
て
い
ま
す
。

推
せ
ん
対
象

①
行
為
基
準
・
=
○
勇
気

や
観
切
を
示
し
周
廻
を

明
る
く
し
た
　
○
公
徳
心
を
高

め
た
　
〇
自
立
心
に
富
ん
だ
行

な
い
　
○
誠
実
・
責
任
・
男
力

が
認
め
ら
れ
る
行
な
い

②
対
象
・
=
区
内
に
在
住

・
在
動
・
在
学
の
十
(

歳
未
澳
の
方

推
せ
ん
方
法
　
学
校
・
職

場
・
団
体
な
ど
か
ら
も

推
せ
ん
が
あ
り
ま
す

が
、
あ
な
た
の
地
域
内

で
該
当
す
る
青
少
年
が

い
ま
し
た
ら
、
各
青
少

年
対
策
地
区
委
員
会
(
各
出
張

所
が
事
務
局
で
す
)
で
と
り
ま

と
め
て
い
ま
す
の
で
ご
推
せ
ん

く
だ
さ
い
。

推
せ
ん
期
限
　
五
月
六
日
(
土
)

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員
会
青

少
年
係

野
外
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン

講

習

会

こ
の
講
習
会
は
、
「
自
然
と
冒

険
」
を
テ
ー
マ
に
広
場
、空
間
、自

然
を
生
か
し
た
野
外
活
助
の
方
法

を
学
ぶ
も
の
で
す

。
自
然
の
中
で

の
集
団
活
動
に
ふ
さ
わ
し
い
ゲ
ー

ム
を
数
多
く
取
り
あ
け
ま
し
た
。

期
日
　
五
月
九
日
(

火
)
・
十
三

日
(
土
)
～
十
四
日
(
日
)
・

十
七
日
<
水
)
・
二
十

三

日
(

火
)
・
三
十
日
(
火
)
・
六
月
三

日
(
土
T

四
日
(
日
)

会
場
　
区
青
年
館
(
た
だ
し
、
フ

イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
都
立
水

元
・
秋
川
ヶ
ビ
ン
村
が
会
場
)

対
象
　
冒
険
に
興
味
の
あ
る
青
年

男
女
・
青
少
年
グ
ル
ー
プ
育
成

者
費
用
　
無
料
(
た
だ
し
、
交
通
費

・
宿
泊
費
は
実
費
)

指
導
　
東
京
都
野
外
活
助
教
育
協

会
会
長
　
伊
藤
昭
鏖
氏

申
込
期
限
　
五
月
六
日
ま
で

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委

員
会
青
少
年
係

事
業
地
を
拡
張
し
ま
し
た

舎
人
森
林
公
園

東
京
都
市
計
画
「舎
人
公
園
」

(
計
画
決
定
面
積
六
十
(
・
(
h
a
)

は
、東
京
都
が
事
業
主
体
と
な
っ

て
用
地

取
得
を

す
す
め
て

い
ま

す

。現
在
、用
地
の
取
得
状
況
は
、

区
画
整
理
事
業
地
内
公
園
用
地
、

国
有
地
等
を
合
わ
せ
て
約
三
十
二
h
a

で
す
。

都
で
は
、用
地
取
得
お
よ
び
公

圜
施
設
鰹
備
を
計
画
的
に
行
な
う

た
め
、昭
和
五
十
一
年
十
月
、計

画
区
域
の
一
部
(
面
積
五
h
a
)

に
つ
い
て
事
業
認
可
を
受
け
、
事

業
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
た
ぴ
、次
の
と
お
り
事
業
地
を

拡
張
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

事
業
認
可
告
示
　
昭
和
五
十
三
年

三
月
十
六
日
建
股
省
告
示
第
三

百
五
十
三
号

募
業
地
　
古
干
谷
一
・
二
丁
目
、

舎
人
町
お
よ
ひ
入
谷
町
地
内
(

計
画
区
域
内
の
一
部
)

面
積
　
十
七
・
九
h
a

事
業
執
行
年
度
　
昭
和
五
十
一
了

五
十
六
年
度

問
い
合
わ
せ
先
　
東
京
都
北
都
公

圜
緑
地
事
穆
所
用
地
課
(
　
【

一
二
-
六
一
四

】～
五
)

国
道
四
号
線
の
交
通
規
制

自
励
車
で
足
立
区
文
化
会
館
・

体
育
館
・
足
立
動
労
福
祉
会
館
に

お
い
で
の
方
は
、
下
り
車
線
か
ら

右
折
し
て
進
入
す
る
こ
と
は
、
四

月
十
日
か
ら
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。
千
住
方
面
か
ら
ご
来
館
の
方

は
図
の
よ
う
に
う
回
し
て
進
ん
で

く
だ
さ
い
。
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よりよい暮しのために

福祉事業を充実

健全で豊かな暮しはみんなの願いです。
区では、都や国と力を合わせ、足立区に住む
すべての人が幸わせな毎日を送れるよう、
社会福祉の充実をめざして、お年寄りや身

体に障害のある方を対象にした福祉事業な

ど、数多くの事業に努力しています。

老
人
福
祉
手
当
を

支
給
し
ま
す

六
十
五
歳
以
上
で
、
六
か
月
以
上

入
院
し
て
い
る
か
、
自
宅
で
寝
た
き

り
の
状
態
に
あ
る
方
に
支
給
し
ま
す

。

咳
当
の
方
で

、
ま
だ
申
請
さ
れ
て

な
い
時
は
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

す
で
に
支
給
を
受
け
て
い
る
方
に

は
、
二
十
五
日
頃
四
月
期
分
が
指
定

の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

支
給
額
　
一
万
五
百
円

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
老
人
福
祉
係

身
体
障
害

三
級
の
方
に
も
支
給

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
と
し
て
、

三
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方
に
も
、四
月
か
ら
支
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

骸
当
の
方
で
、ま
だ
申
請
さ
れ
て

い
な
い
時
は
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
　
身
体
障
害
三
級
以
上
・
愛
の

手
帳
三
度
以
上
・
進
行
性
筋
萎
縮

症
・
脳
性
マ
ヒ
の
二
十
幟
以
上
の

方
支
給
月
額
　
身
体
障
書
三
級
の
方
は

二
千
円
、
他
は
六
千
五
百
円
。

申
請
に
必
要
な
も
の
　
身
体
障
害
者

手
帳
、
ま
た
は
愛
の
手
帳
・
住
民

票
の
写
し
・
頂
金
通
帳
(
郵
便
局

を
除
く
)
印
か
ん

す
で
に
支
給
を
受
け
て
い
る
方
に

は
、
三
月
分
ま
で
を
二
十
五
日
頃
、

指
定
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
擾
護
係

福
祉電
話の

資
格
要
件
を
拡
大

心
身
障
害
者
を
か
か
え
て
い
る
世

帯
に
、I
話
を
お
貸
し
し
ま
す
。

資
格
要
件
　
日
常
生
活
に
一
話
か
必

要
で
、次
の
す
べ
て
に
骸
当
す
る

世
帯

〇
足
立
区
に
住
所
か
あ
る

〇
現
に
電
話
を
も
っ
て
い
な
い

〇
障
害
の
程
度
が
、
障
害
者
手
帳
一

級
ま
た
は
、
愛
の
手
帳
一
度
、
お

よ
び
こ
れ
に
凖
ず
る
重
度
の
陣
害

を
有
す
る
方

※
障
客
者
手
帳
二
級
の
一
都
(
下

肢
・
体
幹
・
心
臓
・
じ
ん
臟
・
呼

吸
器
の
機
能
に
か
か
る
陣
害
)
で

外
出
か
困
難
な
方

○
生
活
保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受
け

て
い
る
か
、
住
民
税
均
等
割
以
下

の
世
帯

申
請
に
必
要
な
も
の
　
世
帯
全
員
の

住
民
票
の
写
し
、
身
障
手
帳
・
愛

の
手
帳
ま
た
は
診
断
書
、印
か
ん

申
込
・
問
い
合
わ
せ

援
護
係

自
動
車
教
習
費
の

一
部
を
補
助

身
体
に
障
害
の
あ
る
方
で
、
第
一

種
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
取
綿
す

る
時
に
、
教
習
費
の
一
都
を
補
助
し

ま
す
。

対
象
　
次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当

す
る
方
…
①
身
体
障
害
者
手
帳
三

級
以
上
ま
た
は
、内
都
障
害
四
級

以
上
・
下
肢
体
幹
障
害
五
級
以
上

で
、か
つ
歩
行
困
難
な
方
　
②
適

性
検
査
に
合
格
し
、自
動
車
教
習

所
に
入
所
を
承
認
さ
れ
た
方
　
③

前
年
の
所
得
税
額
四
十
万
円
以
下

④
三
か
月
以
上
区
内
に
在
住

補
助
金
　
経
費
の
う
ち
、
十
一
万
円

ま
で
補
助

申
請
に
必
要
な
も
の
　
身
障
手
帳
、

住
民
票
の
写
し
、
教
習
所
入
所
承

認
(
証
明
)
書
、前
年
所
得
税
額

紅
明
書
類
、
印
か
ん

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
援
護
係

難
病
患
者
手
当

支
給
範
囲
を
拡
大

医
学
、医
術
が
進
歩
し
、多
く
の

病
気
に
つ
い
て
新
し
い
冶
療
法
が
開

発
さ
れ
て
い
ま
す
か
、
い
ま
だ
に
治

廡
法
の
不
明
確
な
病
気
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
病
気
を
持
つ
方
々
に

病
気
回
復
の
一
助
と
な
る
よ
う
、
手

当
を
支
給
し
て
い
ま
す
が
、
四
月
よ

り
従
来
の
十
九
疾
病
か
ら
三
十
疾
病

に
手
当
支
給
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

手
当
を
受
け
ら
れ
る
方

①
足
立
区
民
で
あ
る
方

②
左
表
に
記
載
の
疾
病
の
方

次
の
方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

①
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
を
受
給

②
老
人
福
祉
手
当
を
受
給

③
児
童
育
成
手
当
(
障
容
手
当
)

受
給

支
給
額
　
月
額
六
千
五
百
円
を
、年

三
回
(
四
月
、(
月
、十
二
月
)
に
分

け
て
、
前
月
分
ま
で
の
四
か
月
分

を
指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
　
住
民
痍
の
写

し
、
医
師
の
診
断
書
、
本
人
名
儀

の
預
金
通
恨

、
印
か
ん
。

た
だ
し
、
東
京
都
医
療
助
成
要
綱

に
よ
る
医
療
券
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
は
医
療
券
の
写
し
で
診
断

書
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
　
援
護
係

お
子
さ
ん
の
健
康
は

大
丈
夫
で
す
か

先
天
性
代
謝
異
常

健
診
を
ど
う
ぞ

フ
エ
ー
丁
ル
ケ
ト
ン
尿
症
等
の
新

生
児
の
先
天
性
代
謝
異
常
は
、放
っ

て
お
く
と
知
恵
遅
れ
や
ケ
イ
レ
ン
の

原
因
と
な
り
ま
す
。

生
ま
れ
た
と
き
は
、
全
く
健
康
の

よ
う
に
見
え
る
の
で
す
が
、
成
畏
す

る
に
し
た
が
っ
て

、
だ
ん
だ
ん
と
知

恵
遅
れ
な
ど
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま

す

。し
か
し
、
早
期
に
発
見
し
適
当
な

食
餌
療
法
(
特
殊
ミ
ル
ク
等
)
を
行

な
え
ば
、
正
常
な
発
達
を
期
待
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
般
に
は
生
後
五
日
か
ら
七
日
目

の
新
生
児
に
つ
い
て

、
足
の
裏
か
ら

ご
く
少
な
い
血
液
を
採
取
し
て
検
責

を
す
る
こ
と
に
よ
n
瞋

期
発
見
が
で

き
ま
す
。

こ
の
健
診
を
希
望
す
る
場
合
は
、

出
産
前
に
「
先
天
性
代
謝
異
常
健
診

申
込
書
」
を
持
参
の
う
え
、
申
込
書

の
裏
面
に
掲
峨
し
て
あ
る
医
療
機
関

に
ご
相
談
く
だ
さ
い

。

採
血
料
等
の
科
金
に
つ
い
て
は
、

保
護
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
ご

承
知
く
だ
さ
い
。

「
先
天
性
代
謝
異
常
健
診
申
込
書
に

は
、
母
子
健
康
手
帳
と
い
っ
し
″
に

お
渡
し
す
る
保
健
バ
ヴ
ク
に
入
っ
て

い
ま
す
。

な
お
、三
月
一
不
日
以
前
に
妊
娘

届
を
提
出
し
、母
子
健
康
手
帳
・
保

健
バ
y
ク
等
を
交
付
さ
れ
た
方
に
つ

い
て
は
、
こ
の
申
込
書
が
保
健
バ
y

ク
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

健
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
指
定

医
療
機
関
、
ま
た
は
次
の
と
こ
ろ
で

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
出
張
所

で
は
交
付
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

交
付
先
・
問
い
合
わ
せ
　
足
立
保
健

所
業
務
第
二
係
(
　
(
四
〇
-
五

一
四
一
)
　
千
住
保
健
所
業
務
係
(

(
(
(
-
四
二
七
七
)
　
区

役
所
保
健
予
防
係

母
子
栄
養
食
品
を

支
給
し
ま
す

妊
産
婦
の
母
体
の
健
康
保
持
、
乳

幼
児
の
心
身
の
健
全
な
育
成
を
図
る

た
め
、
粉
ミ
ル
ク
な
ど
の
母
子
栄
養

食
品
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
受

給
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
に

よ
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象
者
　
次
の
い
ず
れ
か

の
世
帯
に
属
す
る
妊
産
婦
お

よ
び
乳
幼
児
(
た
だ
し
、
乳

幼
児
に
つ
い
て
は
、
下
表
の

体
重
以
下
の
も
の
)

▽
生
活
保
護
受
給
世
帯

▽
前
年
度
分
の
住
民
税
非
課
税
世
帯

▽
前
年
分
の
所
得
税
非
課
税
世
帯

支
給
期
間
　
▽
妊
婦
・・・
妊
娠
五
か
月

目
か
ら
六
か
月
間
　
▽
産
婦
・・・出

産
月
の
翌
月
か
ら
三
か
月
間
　
▽

乳
幼
児
…
出
生
後
四
か
月
目
か
ら

九
か
月
間

支
給
品
目
　
▽
粉
ミ
ル
ク
　
▽
牛
乳

申
請
に
必
要
な
も
の

▽
母
子
健
康
手
帳

▽
前
年
度
分
の
住
民
税
額
が
わ
か
る

も
の
(
非
課
税
証
明
書
、
課
税
証

明
書
、
納
税
通
知
書
等
)

▽
前
年
分
の
所
得
税
額
か
わ
か
る
も

の
(
源
泉
徴
収
票
、
確
定
申
告
書

の
控
え
)

▽
生
活
保
護
証
明
書
(
生
活
保
護
受

給
世
帯
の
み
)

▽
印
か
ん

申
請
　
あ
な
た
の
住
居
を
管
轄
す
る

出
張
所
、
ま
た
は
区
役
所
衛
生
部

保
健
予
防
係

問
い
合
わ
せ
　
区
役
所
衛
生
部
保
健

予
防
係

入寮者を募集
――足立区勤労青少年寮――

区
で
は
、
都

内
の
中
小
企
業

に
動
務
す
る
、

勤
労
青
少
年
の

た
め
に
、
生
活

の
確
保
と
社
会

人
と
し
て
の
育

成
を
図
る
た
め

入
豪
者
を
、
次

の
要
領
で
常
時

莠
集
し
、
受
付

け
て
い
ま
す
。

募
集
人
員

二
十
五
名

申
込
資
格
　
①
単
身
男
子
　
②
都

内
の
中
小
企
業
に
勤
務
　
③
年

齡
が
膺
十
五
歳
か
ら
二
十
三
歳

ま
で
　
④
申
込
み
前
三
か
月
の

平
均
月
収
が
十
万
円
以
下
　

⑤
従
業
員
寮
が
な
い
か
、
寮
が

あ
る
場
合
で
も
入
寮
で
き
な
い

状
況
に
あ
る
　
⑥
現
在
の
居
室

面
積
が
四
・
九
m
2
(
三
畳
)
以

下
　
⑦
現
在
の
月
額
家
賃
が
平

均
月
収
の
二
〇
%
以
上
　
⑧
住

宅
以
外
の
建
物
に
居
住

申
込
方
法
　
入
寮
申
込
書
・
勤
務

証
明
書
を
区
役
所
商
工
係
(
I
h

Ⅲ
千
住
一
-
五
〇
)
へ
持
参
す

る
か
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
応
募
用
紙
は
商
工
係
と

区
動
労
青
少
年
寮
に
あ
り
ま
す
。

寮
の
概
要

▽
所
在
地
・・・
足
立
区
千
住
桜
木
二

丁
目
一
五
一

一
一

一
〇
一

▽
規
榎
・・・
鉄
筋
鉄
骨
三
階

▽
使
用
料
=・
月
額
二
千
七
百
円

▽
電
気
料
・・・
居
窒
内
実
費
負
担

問
い
合
わ
せ
　
経
済
課
商
工
係

お
産
の
費
用
に

お
困
り
の
方
へ

福
祉
事
務
所
で
は
、
妊
産
婦
が
入

院
し
て
分
娩
す
る
必
要
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、経
済
的
に
そ
の
費
用
の

全
額
ま
た
は
一
部
を
支
払
う
こ
と
が

、困
難
な
家
庭
の
た
め
の
制
度
で
す

。

次
の
二
つ
の
要
件
を
崗
た
す
方
は

入
院
助
産
制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
妊
娠
七
か
月
以
上
の
区
民

▽
前
年
分
所
得
税
碩
が
一
万
六
千
(

百
円
以
下
の
世
帯

申
請
に
必
要
な
も
の
　
前
年
度
分
の

所
得
税
額
(
特
別
区
民
税
額
)
の

わ
か
る
も
の
、
健
康
保
険
証
、
母

子
手
帳
、
印
か
ん

近
く
の
助
産
施
設
　
左
表

問
い
合
わ
せ
　
福
祉
事
務
所
相
談
係

胃
の
集
団
検
診

対
象
　
足
立
保
健
所
管
内
の
三
十
五

歳
以
上
の
方

締
切
　
四
月
二
十
～
二
十
五
日
ま
で

の
消
印
の
あ
る
も
の

申
込
・
問
い
合
わ
せ
　
官
製
(
ガ
キ

に
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
性

別
・
電
話
を
明
記
し
、
足
立
保
健

所
業
務
係
(
〒
1
2
0中
央
本
町
一
-

五
-
三
)
へ

。
ま
た
、氏
名
に
は
必

す
ふ
り
が
な
を
お
願
い
し
ま
す
。

豚
肉
の
安
売
り
デ
ー
は
、二

十
二
日
(
土
)
で
す
。黄
色

の
た
れ
幕
の
店
で
ど
う
ぞ
。

掲
示
板

職

員

募

集

職
種
・
人
員
及
び
要
件

▽
診
療
放
射
綿
技
師
(
二
名
)

▽
歯
科
衛
生
士
(
三
名
)

▽
栄
養
士
(
一
名
)

▽
臨
床
検
査
技
師
(
一
名
)

※
い
ず
れ
も
、
各
職
種
免
井
を

有
し
、
三
十
五
歳
未
満
の
方

応
募
期
限
・
方
法

五
月
六
日
(
土
)
ま
で
に
、履
歴

書
一
通
を
人
事
係
に
提
出
(
当

日
消
印
有
効
)

問
い
合
わ
せ
　
区
役
所
人
事
係

保
養
所
の
ご
利
用
を

―
区
民
保
養
所
「あ
だ
ち
荘
」―

申
込
方
法

毎
月
一
日
か
ら
翌
月
一
か
月
分

を
受
付
け
、
利
用
日
の
五
日
前

ま
で
受
付
け
ま
す

。

※
六
月
分
の
利
用
は
、
五
月
一
日
(

月
)
か
ら
で
す
。
初
日
の
受
付

は
産
業
振
興
館
(
区
役
所
隣
り
)

で
行
な
い
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
　
区
役
所
区

民
係
で
す
。

青
年
文
化
教
室

科
目
・
定
員
　
料
理
科
(
四
十
名
)

囲
碁
科
(
四
十
名
)
　

陶
芸
科
(

三
十
名
)

日
時
　
五
月
十
二
日
～
(
月
二
十

日
ま
で
の
毎
火
・
金
曜
日
　
午

後
六
時
三
十
分
～
(
時
三
十
分

対
象
　
区
内
在
住
・
在
勤
の
三
十

歳
以
下
の
方
(

前
回
受
講
の
方

は
除
く
)

費
用
　
無
料
(
教
材
費
実
費
)

申
込
方
法
　
往
復
(

ガ
キ

に
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
一
話
・

動
務
先
・
科
目
を
明
記
の
こ
と

申
込
期
限
　
四
月
二
十
七
日
(
木
)

の
消
印
ま
で
有
効

申
込
・
問
い
合
わ
せ
　
青
年
館
　

〒
旧
西
新
井
一
一
四
-
一
七
　

(
九
〇
i
O
O

六
一

茶
席
の
作
法
教
室

対
象
　
初
心
者

定
員
　
二
十
名

受
付
　
四
月
二
十
日
(
木
)

か
ら

※
教
室
の
開
講
は
五
月
か
ら
で
す

問
い
合
わ
せ
　

東
部
区
民
福
祉
セ

ン
タ
ー
　
六
〇
五
-
七
一
〇
一

映
画
の
夕
ベ

題
名
　
切
腹

期
日
　
四
月
二
十
二
日
(
土
)
午

後
六
時
か
ら

定
員
　
先
着
一
五
六
名

場
所
・
問
い
合
わ
せ
　
教
青
セ
ン

タ
ー
　
　
(
五
〇一
(
(
〇
一

毋
と
子
の
良
い
歯

コ
ン
ク
ー
ル

保
健
所
、
保
健
相
談
所
で
、
昨

年
四
月
か
ら
今
年
三
月
ま
で
に
、

三
蔵
児
健
診
を
受
け
た
幼
児
で
、

母
子
共
に
む
し
歯
の
な
い
方
を
対

象
に
行
な
い
ま
す
。

申
込
方
法
・
締
切
　
四
月
二
十
(

日
(
金
)
ま
で
に
、
往
復
(
ガ

キ
で
幼
児
と
母
親
の
氏
名
・
生

年
月
日
、
健
診
月
日
、
住
所
を

明
記
の
こ
と

申
込
・
問
い
合
わ
せ
　
千
住
保
健

所
業
務
係
　
〒
1
2
0千
佳
仲
町
七

六
　
　
(
(
(
-

四
二
七
七

免
除
手
続
き
を

―
国
民
年
金
保
険
料
―

い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
、
保
険
料

を
納
め
ら
れ
な
い
方
、
生
活
保
霞

法
に
よ
る
生
活
扶
助
等
を
受
け
て

い
る
方
は
免
除
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、将
来
、年
金
を
受
け
ら
れ

な
く
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
を
。

ま
た
、引
続
き
免
除
を
希
望
す

る
時
は
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

手
続
方
法
　
年
金
手
帳
、印
か
ん

を
お
持
ち
に
な
り
、
国
民
年
金

課
ま
た
は
出
彊
所
へ
ど
う
ぞ
。

問
い
合
わ
せ
　
区
役
所
国
民
年
金

課水
洗
化
の
お
知
ら
せ

公
共
下
水
道
供
用
開
始
の
告
示

に
と
も
な
い
足
立
一
・
二
丁
目
、

綾
瀬
一
丁
目
の
一
部
の
水
洗
化
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。

骸
当
地
域
の
方
は
、
三
年
以
内

に
水
洗
化
の
工
事
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す

。

地
域
　
足
立
一
丁
目
三
～
四
・
二

九
・
三
一
了
三
四
番
、足
立
二
丁

目
一
～
二
・
一
七
～
一
九
・
三

九
番
、綾
瀬
一
丁
目
一
～
二
番

問
い
合
わ
せ
　
下
水
道
局
北
都
第

一
管
理
事
務
所
　
　

六
〇
二
-

(
(
二
二

郵
便
受
箱
プ
レ
ゼ
ン
ト

―
新
婚
家
庭
に
抽
せ
ん
で
―

四
月
二
十
日
は
遍
信
記
念
日
で

す
。こ
れ
を
記
念
し
て
四
月
中
に

ご
結
婚
さ
れ
た
家
庭
、二
十
組
に

差
し
あ
げ
ま
す
。(
ガ
キ
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

各
家
庭
に
は
表
札
と
郵
便
受
箱

を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
　
足
立
北
郵

便
局
郵
便
受
箱
係
　
　
(
(
四
-

一
四
七
七

配
布
し
ま
す

―
青
い
鳥
葉
書
―

郵
政
省
で
は
、
身
体
障
害
者
福

祉
強
調
運
助
に
ち
な
ん
だ
、
青
い

鳥
(
ガ
キ
を
四
月
二
十
日
か
ら
発

売
、
次
の
要
領
で
身
体
障
害
者
の

方
に
配
布
し
ま
す
。

対
象
　
身
障
手
帳
一
～
二
級
で
、

膺
六
歳
以
上
の
方

申
込
方
法
　
郵
便
局
、福
祉
事
務

所
に
備
え
付
け
の
用
紙
に
記
入

し
、身
障
手
帳
を
持
っ
て
お
近

く
の
郵
便
局
へ

配
布
期
間
　
五
月
三
十
一
日
ま
で

で
す
。枚
数
は
一
人
に
つ
き
二

十
枚
　
く
わ
し
く
は
、
お
近
く

の
郵
便
局
で
ど
う
ぞ

広
報
映
画
(
健
康
・
ス
ポ

ー
ツ
編
、防
災
編
、四
季
編

な
ど
)
を
貸
出
し
て
い
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
は
、

区
役
所
広
報
課
へ
ど
う
ぞ
。

労
働
保
険
の
更
新

労
働
保
険
の
申
告
・
納
付
の
時

期
で
す
。
昭
和
五
十
二
年
度
の
確

定
保
険
料
の
申
告
精
算
と
昭
和
五

十
三
年
度
の
概
算
保
険
料
は
五
月

十
五
日
ま
で
に
、銀
行
・
郵
便
局

へ
申
告
・
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
足
立
労
働
基
準
監

督
署
　
　
(
(
二
-
一
一
(
七

高
齢
者
無
料

職
業
相
談

期
日
　
四
月
二
十
五
日
(
火
)
午

前
十
時
～
午
後
三
時

場
所
　
区
役
所
区
民
相
談
室

問
い
合
わ
せ
　
墨
田
高
齢
者
無
料

職
業
紹
介
所
　
　
六
二
五
-
七

六
六
(
　
足
立
区
社
会
福
祉
協

議
会
　
　
(
(
(
上

五
五
〇
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